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都営鷺の宮アパート建替計画に係る要望事項について 

 

都営鷺の宮アパートの建替計画について、東京都に下記事項を要望したので、

報告する。 

 

記 

 
１．周辺環境・緑化について 

（１）都営鷺の宮アパートの建替えにあたっては周辺の土地利用の状況を踏ま

え、土地の高度利用による良質な住宅の供給とともに、みどりの保全・

育成、周辺住民の利用できる公共施設の整備等を進める計画としていた

だきたい。 

（２）既存樹木の緑量を減ずることなく東京都の「東京における自然の保護と

回復に関する条例」に基づき、敷地内及び接道部の緑化基準を満たすと

ともに、可能な限り建築物上の緑化に努めていただきたい。 
（３）ヒートアイランド現象に対応するため、敷地や建築物の被覆対策に努め

ていただきたい。 
 

２．広域避難場所機能について 

（１）鷺の宮アパートは都の「防災都市づくり推進計画」における整備地域内

にある。また、鷺の宮アパート一帯は広域避難場所として指定されてい

るため、建て替えにあたっては、オープンスペースを拡大することや、

建物の配置等を工夫することにより、これまで以上の避難有効面積を確

保していただきたい。 

（２）平成１７年の集中豪雨では、上流の鷺宮駅近辺でも浸水被害が生じてお

り、水害時や震災時に避難所として利用できる地域集会施設を提供して

いただきたい。 

（３）防災倉庫（備蓄倉庫）及び街頭消火器の設置場所を提供していただきた

い。 

 

３．調節池について 
（１）調節池の貯留容量は、下流の治水安全度が充分確保されるものとしてい

ただきたい。 
（２）広域避難場所として指定されているため、掘り込み式の調節池の上に蓋



掛をしていただきたい。 
（３）調節池の河川沿い通路部分は幅員４ｍ以上を確保していただきたい。 
（４）調節池の整備後の利用形態として広場機能及び親水機能を確保していた

だきたい。 
 
４．道路関係について 
（１）現在、計画地は周辺一帯との関係において、道路交通状況が悪く、災害

時の避難路確保のためにも、東西、南北方向の交通が改善される計画に

していただきたい。 
（２）既存区道および水路に代わる、区道を整備していただきたい。 
（３）既存区道に代わる南北動線を確保していただきたい。 
（４）付け替え道路の工事にあたっては、歩行者優先の道づくりを基本とし誰

もが快適に歩行、移動でき、消防自動車等の緊急車輌が通行できる道路

としていただきたい。 
（５）建替え計画用地外周に沿って、車椅子の通行が快適にできる、東京都福

祉のまちづくり条例に基づく有効幅員２ｍ以上の歩行者空間を提供いた

だきたい。 
（６）建替え予定地外周に道路を計画する場合、南側既存道路との取り付けを

考慮すること。その際には、建て替え予定地と高低差が生じるのでバリ

アフリー化していただきたい。 
 
５．建築関係について 

（１）建築基準法関係規定、関係する条例及び要綱等の事前協議に基づく建築

計画としていただきたい。 

（２）調節池を建築物の敷地とする場合は、建築基準法令に適合する要件を備

えた一団の土地としていただきたい。 

（３）建築基準法第８６条第１項の認定基準により建築物の高さが２０ｍを超

える場合は、建築物相互の外壁間の距離は、採光・通風が確保できる距

離とする。 

（４）敷地内通路の幅員は、災害時における対応等の必要性から、幅員６ｍ以

上としていただきたい。 

 
６．間取り別住戸数、住宅等の構造について 

（１）間取り別住戸数については、多様な世帯・世代がバランスよく入居でき

るように配慮していただきたい。 

（２）室内や共用部分、また、道路から各住宅までを高齢者や障害者、子育て

世帯等が移動しやすい構造にしていただきたい。 

（３）１階部分には、車椅子用の住宅を整備していただきたい。 






